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令和元年第５回東大和市議会建設環境委員会記録 

 

令和元年９月１７日（火曜日） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

出席委員 （７名） 

委 員 長 床  鍋  義  博  君  副委員長 尾  崎  利  一  君 

委  員 二  宮  由  子  君  委  員 木  下  富  雄  君 

委  員 関  田  正  民  君  委  員 佐  竹  康  彦  君 

委  員 中  間  建  二  君    

 

欠席委員 （なし） 

 

委員外議員 （なし） 

 

議会事務局職員 （５名） 

事 務 局 長 鈴  木     尚  君  事 務 局 次 長 並  木  俊  則  君 

議 事 係 長 尾  崎     潔  君  主 任 櫻  井  直  子  君 

主 任 高  石  健  太  君    

 

出席説明員 （３名） 

副 市 長 小  島  昇  公  君  都市建設部長 鈴  木  菜 穂 美  君 

土 木 課 長 寺  島  由 紀 夫  君    

 

会議に付した案件 

 （１）第５６号議案 市道路線の認定について 

 （２）特定事件調査 

     行政視察について 
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午前 ９時２９分 開議 

○委員長（床鍋義博君） ただいまから令和元年第５回東大和市議会建設環境委員会を開会いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（床鍋義博君） 初めに、第56号議案 市道路線の認定について、本案を議題に供します。 

  お諮りいたします。 

  本案につきましては、審査に先立ち、これより現地視察を行いたいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（床鍋義博君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

〔現地視察〕 

午前 ９時３０分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前 ９時５９分 開議 

○委員長（床鍋義博君） 現地視察により路線の状況を確認いたしましたので、これより審査を行います。 

  本案につきましては、既に本会議において提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（床鍋義博君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（床鍋義博君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  これより自由討議を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（床鍋義博君） 自由討議を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（床鍋義博君） 御異議ないものと認め、自由討議を終了いたします。 

  討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（床鍋義博君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（床鍋義博君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  第56号議案 市道路線の認定について、本案を原案どおり可決と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（床鍋義博君） 御異議ないものと認め、よって本案を原案どおり可決と決します。 

  ここで、説明員退室のため暫時休憩いたします。 

午前１０時    休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１０時 １分 開議 
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○委員長（床鍋義博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、特定事件調査、行政視察について、本件を議題に供します。 

  お諮りいたします。 

  本委員会において、閉会中に行政視察を行うため、お手元に御配付いたしました特定事件調査行政視察のと

おり、特定事件調査事項を決定したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（床鍋義博君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  お諮りいたします。 

  ただいま決しました特定事件調査事項を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（床鍋義博君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  次に、閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。 

  ただいま決しました特定事件調査のため委員派遣を行う必要があります。お手元に派遣承認要求書を御配付

しております。なお、ここに記載している金額につきましては、10月１日から適用される消費税率10％に伴う

改定の見込み額での計上となっております。会議規則第96条の規定に基づき、この派遣承認要求書のとおりに、

議長に対して委員派遣承認要求をしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（床鍋義博君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  お諮りいたします。 

  ただいま決定いたしました派遣承認要求書に記載の金額は、改定前である現時点での消費税率10％を見込ん

だ額でありますことから、10月１日以降の改定後に金額の再確認を行うこととし、その結果、この派遣承認要

求書に記載の金額について変更を要することとなった場合につきましては、その措置を委員長に御一任いただ

き、改めて議長へ金額変更後の派遣承認要求書を提出したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（床鍋義博君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（床鍋義博君） ここで１点、御報告がございます。 

  ７月30日に開催されました第７回代表者会議におきまして、10月15日火曜日に開催されます東京都道路整備

事業推進大会には、当市議会からは議長及び建設環境委員会委員で参加することが決定されました。今定例会

最終日に、議員派遣として議決される予定となっておりますので、御了解のほどよろしくお願いいたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（床鍋義博君） これをもって、令和元年第５回東大和市議会建設環境委員会を散会いたします。 

午前１０時 ３分 散会 
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東大和市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

 

 

        委 員 長   床  鍋  義  博 


